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 ニッセイ基礎研究所 

 

 着実な回復が続いていた日本経済だが、

2018年1-3月期の鉱工業生産が8四半

期ぶりの減産となることが確実となり、

実質GDP成長率の見通しも大幅に下方修

正されるなど、足もとの景気には変調の

兆しも見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当研究所が景気動向を迅速に把握する

こと、GDP速報（QE）を正確に予測す

ることを目的として作成している月次

GDPは2017年12月に前月比▲0.1％

と3ヵ月ぶりに減少した後、2018年1月

が同▲0.1％、2月が同▲0.5％と3ヵ月連

続の減少となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現時点では3月の月次GDPは前月比

0.8％と高めの伸びを想定しているが、そ

れでも2018年1-3月期の実質GDP成長

率は前期比▲0.1％（年率▲0.4％）とな

ることが予想される。 

 

2018年1-3月期がマイナス成長となれ

ば、2015年10-12月期以来9四半期ぶ

りとなるが、国内需要の柱である民間消

費、設備投資が前期に続き揃って増加す

ること、在庫変動を除いた最終需要はプ

ラスの伸びを確保することなどから、景

気の回復基調は維持されていると判断さ

れる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1-3月期の成長率が大きく低下する理

由のひとつは、1次速報で内閣府が仮置き

している民間在庫変動（原材料、仕掛品）

のマイナス寄与が大きいことである。1

次速報でマイナス成長になったとしても、

原材料、仕掛品在庫に法人企業統計の結

果が反映される2次速報ではプラス成長

へと修正される可能性もある。 

  
「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください。 
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18 年 1-3月期の実質 GDP 成長率予測の推移 

3 

4 

5 

月次ＧＤＰの推移 

改定される民間在庫変動 

（資料)内閣府「四半期別ＧＤＰ速報 

（資料）日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」 

（注）シャドー部分は景気後退 
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 ニッセイ基礎研究所  

 

景気の現状判断 DI（季節調整値）：天候不

順による影響が和らぐも、改善は限定的 

 4月9日に内閣府から公表された2018年

3 月の景気ウォッチャー調査によると、景気

の現状判断 DI（季節調整値）は 48.9 と前月

から 0.3 ポイント上昇し、4 ヵ月ぶりの改善

となった。しかし、天候要因を主因として、1

月（前月差：▲4.0 ポイント）、2 月（同：▲

1.3 ポイント）と大きく落ち込んだことに比

べると、上昇は小幅に留まっている。 

 家計動向関連では、天候不順による影響が

和らいだことで客足が戻ってきたが、消費者

の低価格志向が指摘された。企業動向関連で

は、受注は好調が続いているようだが、原材

料価格が上昇する一方で販売価格への転嫁に

苦慮しており、人件費の上昇も収益を圧迫し

ている。雇用関連では、企業の求人活動は活

発な一方で、人材をなかなか確保できない企

業がみられる。なお、内閣府は、基調判断を

「緩やかな回復基調が続いている」に据え置

いた。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家計動向関連が改善も､企業動向関連が悪化 

 現状判断DI（季節調整値）の内訳をみる

と、家計動向関連（前月差+0.7ポイント）

は改善したものの、企業動向関連（同▲0.3

ポイント）、雇用関連（▲0.4ポイント）が

悪化した。家計動向関連の内訳については、

飲食関連（前月差▲1.1 ポイント）は悪化

したものの、小売関連（同+0.7ポイント）、

サービス関連（同+1.0 ポイント）、住宅関

連（同+0.2ポイント）が改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

景気の先行き判断 DI（季節調整値）：先行き

懸念が広がり、11 ヵ月ぶりに 50 を下回る 

 先行き判断DI（季節調整値）は49.6（前

月差▲1.8ポイント）と5ヵ月連続で悪化

した。高水準での推移が続いていたが、

11ヵ月ぶりに節目となる50を下回った。

DIの内訳をみると、家計動向関連（前月

差▲1.7ポイント）、企業動向関連（同▲

1.7ポイント）、雇用関連（同▲1.4ポイ

ント）いずれも大幅に悪化した。  
 

経済・金融フラッシュの全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください。 

現状判断 DI(季節調整値)の変動要因 

景気の現状判断 DI（季節調整値）  

（注）分野別 DIの前月差に各ウェイトを乗じて算出 
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（資料）ともに内閣府「景気ウォッチャー調査」 
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 内閣府 ２０１８年４月９日公表 
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（1）消費者態度指数 

 平成 30 年（2018 年）３月の消費者態度指数は、前月と変わらず 44.3 であった。 
 

（2）消費者意識指標 

 消費者態度指数を構成する各消費者意識指標について、平成 30 年（2018 年）３月の動向

を前月差でみると、「収入の増え方」が 0.5 ポイント低下し 42.6、「暮らし向き」が 0.1 ポ

イント低下し 42.0 となった。一方、「雇用環境」が 0.2 ポイント上昇し 49.1、「耐久消費財

の買い時判断」は 0.1 ポイント上昇し 43.3 となった。 

 また、「資産価値」に関する意識指標は、前月差 0.8 ポイント低下し 42.7 となった。 
 

消費者態度指数と消費者意識指標(二人以上の世帯、季節調整値) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(注)消費者態度指数（季節調整値）は、「暮らし向き」、「収入の増え方」、「雇用環境」、「耐久消費財の買い時判断」 

の４項目の消費者意識指標（季節調整値）を単純平均して算出している。

（平成３０年３月実施調査結果） 

消費動向調査 

 

経営 TOPICS 

統計調査資料 

抜 粋 

 
 

調査結果の概要 
 

消費者の意識（二人以上の世帯、季節調整値）    
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消費者態度指数と各消費者意識指標の推移（二人以上の世帯、季節調整値） 

❶消費者態度指数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

❷消費者態度指数を構成する消費者意識指標 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

(注)1 シャドー部分は景気後退期を示す。 

(注)2 平成 19 年（2007 年）1、2 月は電話調査。平成 19 年（2007 年）3 月から平成 25 年（2013 年） 

    3 月までは訪問留置調査、平成 25 年 4 月から郵送調査で実施。
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 平成 30 年（2018 年）３月の１年後の物価に関する見通しで、最も回答が多かったのは「上

昇する（２％未満）」（35.0％）であった。 

 前月差でみると、「上昇する」の回答の割合が 1.5 ポイント、「低下する」が 0.4 ポイント、

それぞれ減少したのに対して、「変わらない」が 0.3 ポイント増加した。 
 

消費者が予想する１年後の物価の見通し（二人以上の世帯、原数値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

消費者が予想する１年後の物価の見通しの推移（二人以上の世帯、原数値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注)平成24年度（2012年度）までは訪問留置調査（ただし、上図のうち平成19年（2007年）1、2月は電話調

査）、平成25年度（2013年度）から郵送調査で実施。 
 
 

消費動向調査（平成３０年３月実施調査結果）の全文は、 

当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。

物価の見通し（二人以上の世帯）    
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人材不足を補う外国人労働者の戦力化を図る

外国人労働者の 
活用のポイント 

    1.外国人雇用の背景と実態         
    2.外国人労働者受入れ時の各種手続きと留意点         

    3.増加している外国人実習生を保護する技能実習制度         

    4.外国人労働者の戦力化と定着につなげた事例         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

■参考文献 
 『高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために雇用管理改善に役立つ好事例集』（厚生労働省） 

 『必ず取れる 就労ビザ！ 外国人雇用ガイド』小島 健太郎著 （セルバ出版） 

 『外国人 研修・技能実習生 支援マニュアル』佐野誠・秋山周二著 （日本加除出版） 

 『失敗しない 外国人社員の人事労務管理』木全 美千男、福田 敦子 宇代 謙治共著 （中経出版）

人 事 
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 日本国内の景気回復基調において、わが国の労働力人口が減少している中で、人手不足に悩む

中小企業は増加しています。このような経営環境の中で、中小企業にとっては、外国人労働者は

重要な職場の担い手となっており、我が国の産業を下支えしているといっても過言ではありませ

ん。経済社会の国際化に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加傾向にあ

り、我が国の労働市場に及ぼす影響は看過できないものとなっています。このような外国人労働

者と企業との間で言葉や文化の違いから退職やトラブルにつながってしまう事例も多発してい

ます。本レポートでは、外国人労働者を既に雇用、あるいはこれから雇用を検討している経営者

に外国人労働者を雇用する際のポイントについて解説します。 

 

 

 外国人労働者数は 1,278,670 人（平成 29 年 10 月現在）。前年同期比で 194,901 人

（+18.0％）増加し、過去最高を更新しています。増加している要因は、政府がわが国の労働力

不足を補うために、外国人労働者の受け入れを積極的に推進していることが大きく作用していま

す。 

 外国人労働者を雇用している事業所の規模は、「３０人未満事業所」が最も多く、事業所全体

の 57.5％を占めており、外国人労働者全体の 33.9％を占めています。 

 事業所数は、どの規模においても増加しており、特に、「３０人未満」規模事業所では前年同

期比で 14.2％増加であり、最も大きな増加率となっています。 

 産業別では、製造業が最も多く、外国人労働者数全体の約 30％を占めています。 
  

■外国人労働者の増加要因 

●政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいる 

●雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の

就労が増えている 

●技能実習制度の活用が進んでいること  等 

 

■国籍別の状況（平成29年10月末現在） 

国籍 人員 割合 増加率 

中国 372,263 人 全体の 29.1％ 前年同期比 8.0％増 

ベトナム 240,259 人 同 18.8％ 同      39.7％増 

フィリピン 146,798 人 同 11.5％ 同      15.1％増 

ブラジル 117,299 人 同  9.2％ 同      10.0％増 

ネパール 69,111 人 同  5.4％ 同      31.0％増 

1 外国人雇用の背景と実態 
企業経営情報レポート 

外国人雇用の実態   
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 入管法では、外国人が日本に在留して仕事に就くためには、在留資格を取得することが求めら

れており、在留資格のない外国人は就労することはできません。 

 日本の在留資格制度は、外国人の入国と在留の管理を行うために設けられています。 

 日本国籍を離れた者、または出生その他の事由により上陸許可の手続きを受けることなく日本

に在留することとなる外国人も、在留資格を持って日本に在留する必要があります。 

 そのうち、日本での就労が認められている在留資格は、以下の通りです。 

 

■就労が認められる在留資格 

在留資格 該当例 在留資格 該当例 

外交 大使、公使 等 医療 医師、看護師 

公用 大使館職員 等 研究 研究者 

教授 大学教授 等 教育 語学教師 等 

芸術 作曲家、画家 等 
技術・人文知識・国

際業務 

通訳、デザイナー、技術者 

等 

宗教 
外国の宗教団体から派遣さ

れる宣教師 等 
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 

報道 外国の報道機関の記者 等 興行 
俳優、歌手、プロスポーツ

選手 等 

高度専門職 ポイント制による高度人材 技能 
調理師、スポーツ指導者、

飛行機の操縦者等 

経営・管理 企業等の経営者・管理者 技能実習 技能実習生 

法律・会計業務 弁護士、公認会計士 等 特定活動 
経済連携協定（ＥＰＡ）に

基づく外国人看護師 等 

2 外国人労働者受入れ時の各種手続きと留意点 

企業経営情報レポート 

日本で働くことのできる在留資格     
既存客や問い合わせ客、フェア、セミナ

ーに参加されたおる 
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（１）外国人技能実習生の管理監督体制を強化するための「技能実習法」 

 外国人技能実習制度は、「我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国への移転

を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とする」と定め

られています。 

 しかし、技能実習生の増加とともに、管理監督体制が不十分なことによるトラブル事例が多発

し、管理監督体制を強化するために、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する法律（技能実習法）」が 2016 年 11 月に可決・成立されました。 

 

■技能実習制度の目的 

●日本で修得した技能を活かし、自国の経済発展・産業振興に貢献 

●学んだノウハウを品質管理、コスト改善等の事業改善に役立てる 

●開発途上国における国民の雇用機会の提供 

●我が国の企業の人材不足をカバーする       等 

 

（２）技能実習生数の推移 

 技能実習生数は、平成 29 年６月時点で技能実習生数 25 万人（平成 28 年度比約 10％増）

となっておりますが、今後も年々増加傾向になる見通しです。 

 

■技能実習（国籍別在留者数）の推移（法務省データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 増加している外国人実習生を保護する技能実習制度 

企業経営情報レポート 

外国人技能実習制度の目的と実態     
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Ａ社のプロフィール 

●従業員数：40 人（外国人９人） 

●国  籍：中国、韓国、シンガポール、ベトナム、コロンビア、アメリカ等 

●年齢・性別：20～30 代、男女比率は 2:7 

●勤務年数：１～５年程度 

●担当職種：総合職、専門職 

  

（１）雇用管理改善の背景・動機 

 Ａ社は、総合職と専門職に分け、国内外から新卒・キャリア採用を行っています。 

 国内の留学生の採用に当たっては「ジョブディスクリプション（職務記述書）」に対するハー

ドルは低い一方で、キャリア採用や海外からの直接採用に当たっては、就社という概念がなく「自

分の専門性を生かしたい」という世界共通の考え方があるため、オファーレターに業務内容をし

っかり書かなければ、優秀な人材の確保が難しいことを痛感していました。 
 

（２）雇用管理改善 

 海外の大学・大学院出身で、一定のキャリアを積んだ高度外国人材には、就社という概念がな

く、「自分の専門性を生かしたい」という気持ちが強いのが特徴です。そのため、海外から高度

外国人材を採用する際、「ジョブディスクリプション」を細かく提示せず大きな方向性だけ提示

して、入社後の業務内容は幅広く柔軟に対応するというやり方だと、特に海外の一流大学出身の

外国人材は採用できないことが分かりました。そこで、まず採用職種を総合職と専門職に分け、

総合職の場合は担当業務に少し幅を持たせる一方で、専門職の場合はどのような業務に従事する

のかを細かく定めました。 
 

（３）採用時の取り組みの工夫  

 採用に当たっては、海外の習慣を理解した上で、「ジョブディスクリプション」を細かく提示

することが重要ですが、日本国内における業務に及ぶまで、すべてを海外流にする必要はないと

考えています。専門職の人材とはいえ、実際の業務に当たっては、明確化した業務範囲のみを全

うすればよいというわけではなく、派生する関連業務をこなす必要が生じますので、採用時に「ジ

ョブディスクリプション」を明確に提示することはもちろんのこと、「業務範囲は場合によって

はこれだけではない」ということを申し添えています。そうすることで、高度外国人材側からの

「話が違うではないか」といった不満や、周囲の日本人従業員側からの「なぜ彼や彼女は狭い業

務範囲だけこなして認められるのか」といった不満を予め防ぐことができるからです。 
  

レポート全文は、当事務所のホームページの「企業経営情報レポート」よりご覧ください。 

4 外国人労働者の戦力化と定着につなげた事例 

企業経営情報レポート 

採用時に業務内容を明確に伝えているＡ社      
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 相続人となる子には、実子のほか養子も含まれます。 

 養子は、生理的にみて血のつながりはありませんが、養子縁組の届出をする

ことによって実子と同じ身分が与えられます。但し無制限に養子の数を認めて

しまうと、租税回避行為につながるため、養子の数に制限を設けています。 

 

           ■法定相続人の数に含める養子の数について 

（１）被相続人に実の子供がいる場合 

 この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。 

 

（２）被相続人に実の子供がいない場合 

 この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までです。 

 しかし、この一人又は二人の養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に

減少させる結果となると認められる場合には、この一人又は二人であっても法定相続人の数に含

めることはできません。 

 

 なお、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法

定相続人の数に含めることになります。 

 

（イ）被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人 

（ロ）被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人 

（ハ）被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、 

   被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人  

（ニ）被相続人の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供に代わって 

   相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。  

 

 特別養子とは、原則として６歳未満の者の福祉のために特に必要があるときに、その者と実

父母との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる

縁組制度により養子をなった者をいいます。  

相続人となる子供の範囲 
 

ジャンル：事業承継・相続 ＞ サブジャンル：相続税の基本  

私たち夫婦には子供がいません。祖父母・兄弟姉妹に 

相続することを考えておらず、養子縁組を考えています。 

養子を設ける場合、何人まで認められますか。  
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 相続税法では、配偶者の老後の生活保障や被相続人の財産の形成に貢献して

いるなどの理由により、税額を軽減する措置をもうけております。 
 

■配偶者の税額軽減制度の概要 

 配偶者の税額軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実

際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相

続税はかからないという制度です。 
 

（配偶者の税額軽減額）＝（相続税の総額×次の❶又は❷のいずれか大き 

 い方の金額）÷（課税価格の合計額） 

❶１億６千万円 ❷配偶者の法定相続分相当額 

（注）上記算式で計算した金額が、配偶者の算出相続税額（贈与税額控除額の金額）を超える場合には、算出相続 

   税額が上限になります。なお、この取扱いは婚姻期間に関係なく、相続時点で婚姻の届出を提出している配 

   偶者に対し適用されます。したがって、内縁関係にある人には適用できません。次に、配偶者の税額軽減の 

   適用を受ける際の注意点が３点あります。 
 

①申告要件 

 この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。この軽減によ

り税額がゼロになる場合でも、申告書は提出しなければなしません。 
 

②財産が未分割の場合 

 この特例は、原則として、申告時限までに遺産分割が調い、配偶者が取得この配偶者の税額軽

減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。し

たがって、相続税の申告期限までに遺産分割が調っていない場合（「未分割」といいます）には、

この特例は適用できません。ただし、相続税の申告期限後３年以内（注）に遺産分割が調い配偶

者が取得する財産が確定した場合には「更正の請求」を行なうことにより、この特例の適用を受

けて、税金を還付してもらうことができます。 

（注）申告期限後３年以内に分割できないやむをえない事情があり、税務署長の承認を受けている場合には、 

   その事情がなくなってから４ヶ月以内となります。 
 

③仮装・隠蔽した財産がある場合 

 相続税の税務調査等で、相続等により財産を取得した人が被相続人の財産を仮装または隠蔽し

ていたことがわかった場合は、その仮装・隠蔽された財産について、この特例は適用できません。 

配偶者の税額軽減制度とは 
 

ジャンル：事業承継・相続 ＞ サブジャンル：相続税の基本  
 
 
  

 

 
配偶者である夫が亡くなりましたが、 

相続税を計算する上で妻である私には 

どのように税金が課税されるのでしょうか。 
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